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区 民 委 員 会 報 告 資 料

令和６年６月２６日 

件 名 禁煙特定区域の拡大について 

所管部課名 地域のちから推進部地域調整課 

内 容 

主要６駅（北千住・綾瀬・西新井・竹ノ塚・梅島・五反野）で設定し

ている禁煙特定区域について、令和６年度に拡大を検討しているため、

次のとおり報告する。 

１ 禁煙特定区域の拡大範囲についての区の方針案 

（１）指定範囲の拡大について

駅から概ね５００メートル以内の公道（区道、都道等）を新たに禁

煙特定区域に追加。【別紙１地図参照】 

（２）指定範囲での表示について

禁煙特定区域の境界での喫煙を防ぐため、リーフレット等に禁煙特

定区域の範囲を表記し、現地では新たに禁煙特定区域となる道路に

路面標示シートや電柱広告、看板等を増設していく。 

２ 目的 

禁煙特定区域内での喫煙による過料徴収は減少傾向が続いているが、

禁煙特定区域以外の駅周辺での喫煙情報が多く寄せられているため。 

３ 地元への説明について 

美化推進協議会に参加している町会・自治会、商店街・商店会等の代

表者に説明を行い、ご意見を伺う。 

※ 美化推進協議会とは

足立区歩行喫煙防止及びまちをきれいにする条例に基づく美化運

動の推進を図ることを目的とする団体で、春と秋に駅前での清掃活動

を実施している。主要６駅周辺（概ね半径５００メートル）の町会・

自治会、商店街・商店会、友愛クラブ、事業所、学校等で構成。 

４ 今後のスケジュール（予定） 

実 施 時 期 実 施 内 容 

令和６年 ６月から ７月 地元への説明 

令和６年 ８月から ９月 拡大範囲の検討 

令和６年１０月 拡大範囲の決定及び告示 

令和６年１１月から１２月 禁煙特定区域拡大の周知 

令和７年 １月 １日 施行 
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５ 禁煙特定区域とは 

区内主要６駅（北千住・綾瀬・西新井・竹ノ塚・梅島・五反野）周辺

の人通りの多い道路を禁煙特定区域に指定し、（立ち止まっての喫煙も

含む）全ての喫煙を禁止し、区域内での喫煙には１０００円の過料を徴

収している。 

６ その他 

現在、条例で禁止されている喫煙は火のつくたばこの喫煙及び（火の

ついている状態での）所持であり、加熱式たばこは対象外である。加熱

式たばこも条例上の喫煙として定義に加えて欲しい旨のご意見を多数

いただいており、加熱式たばこを対象に加えることを検討している。 
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竹ノ塚駅周辺

第十四中
竹の塚
センター

拡大する範囲の基準（駅から半径500m）
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梅島駅周辺

拡大する範囲の基準（駅から半径500m）
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五反野駅周辺

弥生小

足立小

拡大する範囲の基準（駅から半径500m）

足立
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第十一中

弘道第一小

日
光
街
道
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区 民 委 員 会 報 告 資 料
令和６年６月２６日 

件 名 
令和５年度第３回足立区政に関する世論調査(小規模調査)の集計結果

と今後の方針について 

所管部課名 地域のちから推進部生涯学習支援室地域文化課 

内 容 

１ 令和５年度第３回調査について（概要） 

（１）テーマ

文化芸術事業に対する意識や文化芸術活動状況等の状況調査

（２）調査目的

令和４年８月の区政モニターアンケート以後、芸術鑑賞体験事業

（区立小学５年生のミュージカル鑑賞や文楽鑑賞等）を行うなどの変

化があったため、区民の文化芸術への関心・行動の影響度を確認する。 

加えて、有形無形文化財の保存や利活用に関する行動計画づくり

の検討材料とする。 

（３）調査対象者

足立区区政モニター １９９人 

（４）回答数

回答者数１９５人 （回答率９８.０％） 

回答種別 回答者数 回答率 

郵便回答 ４４人 ２２．６％ 

インターネット １５１人 ７７．４％ 

合計 １９５人 

（５）調査時期

令和６年１月２４日（水）～２月１３日（火）

（６）調査地域

足立区全域

（７）調査方法

郵送配付、郵送またはインターネットによる回答

２ 調査結果の７つのポイント 

 別添資料１「令和５年度 第３回 足立区政に関する世論調査（小規模

調査）調査報告書」の一部抜粋・要約（資料のページを記載） 

（１）古民家を「観たいと思う」は８０％を超え、ほぼ全ての年代で

７０％を超えた（９ページ）。 

（２）郷土博物館へ「行きたいと思う」は６０％を超える（１０ページ）。 

（３）お囃子など地域の伝統芸能への関心がある人は８２％から６８．２ 

％へ１３．８ポイント減少し、触れたことがある人は４９．６％と、 

５．１ポイント増加した。区の文化財・文化遺産・伝統芸能を誇りに

思う人は６０％であり４．４ポイント増加した（１１ページ）。 
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（４）趣味やサークルなどの活動をしている人は１６．９％から２７．２ 

％へ１０．３ポイント増加した（１２ページ）。 

（５）子どもを対象にした文化芸術事業への評価は３９．１％から 

６４．１％へ２５ポイント増加した（１３ページ）。 

（６）「文楽」を鑑賞したい人は６０％を超えるが、「シアター１０１０

文楽公演」の認知度は２０％程度（１４ページ)。 

（７）伝統芸能や古民家の情報は、あだち広報やホームページでの特集

記事を期待している人が７０％を超える（１５ページ)。 

３ 見えてきた課題と今後の方針 

（１）古民家への興味と情報発信

課題 今後の取組方針 

ア 文化財の保護と利活用に関する行動計画の策定

（ア）区民の文化財への関心が

高い一方で、区には、文化

財の保護と利活用に関する

方針を明確に示すものがな

い。 

（ア）文化財の保護と利活用の指針

となる行動計画を令和６年度

中に策定し、貴重な文化財の滅

失・散逸等を防止する。 

イ 文化財周知に向けた取り組み

（ア）文化財のことがよくわか

らないことを理由に古民家

を観たいと思わないと感じ

る区民が多く、古民家のこ

とがわかるような取り組み

が必要である。 

（ア）古民家を観たいと思わない理

由が「関心がないから」「よく

わからないから」であることか

ら、区の文化財の概要がわかる

「文化財デジタルマップ」のさ

らなる周知をすすめる。また、

現在「文化財デジタルマップ」

に掲載していない文化財も、掲

載に関する許可を所蔵者から

得られるよう努めていく。 

ウ 古民家の情報発信の工夫

（ア）普段「チラシ」で情報収

集する人よりも、「ＳＮＳ」

で情報収集を行う人の方

が、古民家の情報発信を評

価していない。 

（ア）区ＬＩＮＥ公式アカウントや

区公式Ｘ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）

などＳＮＳの発信で、古民家な

ど文化財へ興味を持つ機会を

増やしていく。また、郷土博物

館の出張展示など、古民家の情

報に触れる機会を検討してい

く。 
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（２）郷土博物館の認知度と情報発信

課題 今後の取組方針 

ア 郷土博物館の認知度と関心

（ア）郷土博物館への無関心層

に関心を持ってもらうよう

な取り組みが必要。 

（ア）郷土博物館への関心がない方

に関心を持ってもらえるよう、

千住宿開宿４００年を契機と

したグッズ作成などにも郷土

博物館をＰＲするものを取り

込んでいく。 

（イ）郷土博物館への関心がある方

には、さらなる魅力を感じても

らえるよう、令和７年４月に予

定しているオープニングイベ

ントを契機に、千住宿開宿

４００年を盛り上げる展示な

どを検討し、千住宿開宿４００

年に向けた機運の醸成を図る。 

イ 郷土博物館への興味の創出とＰＲ

（ア）「郷土博物館へ行きたくな

い」理由の１５．５％は「郷

土博物館のことを知らない

から」であったため、郷土博

物館のことがわかる取り組

みが必要である。 

（イ）郷土博物館へ行きたいと

思っている方６３．１％から

増やし、来館したい気持ちを

継続してリニューアル後に

お越しいただけるよう、魅力

ある改修と継続した事業の

展開が必要である。 

（ア）「電子展覧会」の拡充やマン

ガ本「ビビビ美アダチ」の販売

など、郷土博物館を知らない方

でも郷土博物館に興味を持っ

てもらえるよう、効果的な情報

発信に努める。また、出張展示

のようなアウトリーチを行い、

来館のきっかけづくりに取り

組む。 

（イ）出前講座や出張展示などで千

住宿開宿４００年を見据えた

事業展開を行うとともに、リニ

ューアル後の展示を活用し、来

館の動機づけとなるような魅

力ある企画展を実施する。 
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（３）地域の伝統芸能の保存、継承と活用・活性化

課題 今後の取組方針 

ア 地域の伝統芸能を知る機会の提供

（ア）地域内などで身近に感じ

られる体験を提供する必要

がある。 

（ア）お囃子などの演奏の機会を千

本桜まつりや、しょうぶまつ

り、区民まつり等のイベントで

提供し、区民が自身の地域の団

体の活動を知る機会を創出し

ていく。 

イ 伝統芸能に関心がある層へ届く情報発信

（ア）関心のある層へ知りたい

情報が到達する為の取り組

みが必要である。 

（ア）郷土芸能大会の特集映像を

「動画ｄｅあだち」に加え、ビ

ュー坊テレビで発信するなど、

日常のなかで興味を持つきっ

かけづくりを行う。なお、伝統

芸能の技術継承等のため、令和

６年度も伝統芸能等の映像化

を行う。 
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区 民 委 員 会 報 告 資 料

令和６年６月２６日 

件 名 夏休み子ども居場所事業の実施について 

所管部課名 地域のちから推進部生涯学習支援室生涯学習支援課 

内 容 

令和６年４月時点で、学童保育室待機児が４００人程度と見込まれて

いるため、その児童の夏季休業期間中の受け皿や家庭に居にくい児童の

居場所などとして、生涯学習センター及び地域学習センターの学習室一

室を子どもの居場所として開放する。 

１ 目的 

（１）学童保育室待機児の受け皿

（２）家庭に居にくい児童の受け皿

（３）児童が勉強する場の提供

２ 対象者 

原則、区内在住の小学生 

３ 実施期間及び時間 

小中学校の夏季休業期間のうち、次の日時で実施する。 

（１）令和６年７月２２日（月）から令和６年８月３０日（金）

月曜日から金曜日（祝日及び施設休館日を除く）

（２）午前９時から午後５時

４ 実施場所（別紙２のとおり） 

（１）生涯学習センター（研修室４）

（２）地域学習センター（学習室１）の１２施設

（中央本町センターは大規模改修工事中のため実施なし）

５ スタッフの配置

スタッフ２人を配置し、子ども同士のけんかや不審者侵入防止等を

対応し、子どもの安全管理を図る。 

６ 事業概要 

（１）夏休みの児童の居場所として夏休みの宿題、読書等が可能

（２）施設のＷｉＦｉにより、持ち込みタブレット等でネット利用が可能 

（３）保育や勉強の指導等はしない

（４）入退室、帰宅等は自由

（５）室内に持参した弁当等の飲食が可能（ごみは持ち帰り）
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７ 受付方法 

（１）当日の受付

児童が氏名、学校名、学年を「受付票」に記入し、受け付ける。

（２）緊急連絡先の受付

ア 保護者への緊急連絡用として、児童館に準じ「緊急連絡票」の提

出を任意で求める。 

イ 「緊急連絡票」は、事業の実施期間中に受け付ける。

８ 室内のレイアウト配置（一例） 

 夏休みの宿題や読書のほか、持ち込みゲーム機等の使用も可能とし、

各施設に応じたレイアウト配置により実施する。 

レイアウト配置については、フリースペースでも自習が行えるなど、

状況に応じて柔軟な対応を行う。 

（１）自習スペース（夏休みの宿題、読書等）

（２）フリースペース（食事、会話、持ち込みゲーム機、休憩等）

［レイアウト配置（例）］

９ 今後の方針 

（１）事業の周知について、Ｃ４ｔｈ Ｈｏｍｅ＆Ｓｃｈｏｏｌにより、

小学生の保護者へ６月２７日（木）、７月１６日（火）に配信予定（１

回目は４月２４日（水）に配信済み）。 

（２）令和７年度以降の実施について、当該事業の実績を踏まえて検討

する。 

10 その他 

（１）一般的な学習センターの利用のため自転車での来館が可能

（２）囲碁、将棋、かるた、折り紙等のセンター無料体験を指定管理者と

協議し定期的に実施 

（３）体育館併設で個人利用開放の場合、夏季休業中は児童の利用は無料 

（４）水筒持参であれば、館内設置のボトル型冷水機で水分補給が可能
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別紙２ 

実施場所一覧 

№ 施設名 使用する部屋 収容定員 

1 
生涯学習センター 

※ 中央図書館併設
研 修 室 ４ ４８人 

2 
伊興地域学習センター 

※ 図書館、体育館併設
第１学習室 ３０人 

3 
梅田地域学習センター 

※ 体育館併設、エントランスあり
第１学習室 ７２人 

4 
興本地域学習センター 

※ 図書館、体育館併設
第１学習室 ４０人 

5 
江北地域学習センター 

※ 図書館、体育館併設
第１学習室 ４５人 

6 
佐野地域学習センター 

※ 図書館、体育館、住区併設
第１学習室 ３０人 

7 
鹿浜地域学習センター 

※ 図書館、体育館、住区併設
第１学習室 ２５人 

8 
新田地域学習センター 

※ 図書館、住区併設
第１学習室 ３０人 

9 
竹の塚地域学習センター 

※ 図書館併設
第１学習室 ２５人 

10 
中央本町地域学習センター 

※ 図書館、体育館、住区併設

令和６年度 

大規模改修工事中 
― 

11 
東和地域学習センター 

※ 図書館、体育館、住区併設
第１学習室 ２７人 

12 
舎人地域学習センター 

※ 図書館、住区併設
第１学習室 ３０人 

13 
花畑地域学習センター 

※ 図書館、体育館、住区併設
第１学習室 ２５人 

14 
保塚地域学習センター 

※ 図書館、住区併設
第１学習室 ４０人 

合 計 ４６７人 
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区 民 委 員 会 報 告 資 料
令和６年６月２６日 

件 名 「あだち電子図書館」の実績と今後の方針について 

所管部課名 地域のちから推進部生涯学習支援室中央図書館 

内 容 

電子書籍貸出サービス「あだち電子図書館」について、令和５年度の

実績と今後の方針を報告する。 

１ 実績（令和６年３月３１日現在） 

（１）年間貸出回数

令和４年度と比較して１０，５４５回増加した。

これは、区立中学校全生徒および区立小学校５、６年生の全児童

を対象にした「あだち電子図書館体験キャンペーン（以下、「体験キ 

ャンペーン」）」の実施が増加の主な要因となっている。 

年度 貸出回数 

令和３年度 Ａ １３，６８０回 

令和４年度 Ｂ １７，８４５回 前年度比（Ｃ-Ｂ） 

令和５年度 Ｃ ２８，３９０回 ＋１０，５４５回 

合 計 ５９，９１５回 

※ 運用開始した令和３年７月から令和４年３月まで

（２）体験キャンペーン

対象児童・生徒による貸出回数１０，０００回を目標としていた

が、中学生の利用が伸びず、目標値に届かなかった。 

【小・中学生向け電子図書館体験キャンペーン 実績】 

対象 貸出回数 期間 

全区立中学生 ２，０７６回 令和 4年 11月～令和 5年 9月 

区立小５、６年生 ６，１１０回 令和 5月   5月～令和 5年 9月 

合 計 ８，１８６回 

（３）月別貸出回数

「体験キャンペーン」実施前後で平均貸出回数を比較すると、実

施後は実施前よりも約３５％増加している。 

これは、キャンペーン実施により利用が定着したこと、また令和

５年１０月からの図書館システムとの連携に伴う利便性の向上が主

な要因と考えられる。 

※ 
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令和5年度 貸出回数(月末時点)

【体験キャンペーン実施前後の平均貸出回数】 

対象 平均貸出回数 

実施前（令和 3年 11月～令和 4年 10月） １，４８７回 

実施中（令和 4年 11月～令和 5年 9 月） ２，１３９回 

実施後（令和 5年 10月～令和 6年  3月） ２，００２回 

（４）貸出しの傾向

貸出回数上位１００点を見ると、子ども（乳幼児から中学生）と

その保護者向けの電子書籍を中心に選書を行った結果、絵本や図鑑、 

学習関連、育児・料理の貸出しが伸びている。 

貸出回数上位１００点の分野別内訳 

絵本・図鑑・読み物

79.0%

学習関連・ライト

ノベル

4.0%

育児・料理

13.0%

ガイドブック

4.0%

令和５年度 月別貸出回数推移 

体験キャンペーン実施期間（～令和 5年 9月） 

約 35％

増加 
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ジャンル 冊数 主な貸出しの傾向等 

絵本・図鑑

・読み物
1,603 

「動く絵本」「音の出る絵本」などの電子書籍 

ならではの本、「にんぎょひめ」などの名作 

学習関連

・ﾗｲﾄﾉﾍﾞﾙ
1,694 

「英単語」「韓国語レッスン」「ノート作成法」

などの学習関連本 

育児・料理 545 
「お弁当」などの料理関連や「インテリア」「収

納」など暮らし関連本 

ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ 473 「地球の歩き方」「るるぶ」などの旅行関連本 

小説・ｴｯｾｲ 2,219 主に一般（大人）向けの本 

合 計 6,534 

（５）電子書籍所蔵数

６，５３４冊

※ 著作権が消滅した作品など、契約上無料で付帯される書籍を

除く 

２ 今後の方針 

（１）絵本や図鑑、育児・料理関連の貸出しが順調に伸び、乳幼児期から

の読書習慣の定着に寄与していると考えられるため、令和６年度も引

き続き「子ども」「子育て世代」向けの書籍を中心に選書を行ってい

く。 

（２）令和６年度は新たに２，５００冊の電子書籍を購入する。

※ 令和４年度に購入した電子書籍のうち、２年間の期間限定のも

の（約１，８００冊）は、令和６年度末までに閲覧不可となる。

令和５年度末 所蔵数  （Ａ） ６，５３４冊 

令和６年度 新規購入冊数  （Ｂ） ２，５００冊 

令和６年度末までに閲覧不可となる冊数 （Ｃ） －１，８００冊 

令和６年度末 所蔵見込数 （Ａ＋Ｂ－Ｃ） ７，２３４冊 
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区 民 委 員 会 報 告 資 料
令和６年６月２６日 

件 名 「あだちはじめてえほん」事業の令和５年度実績について 

所管部課名 地域のちから推進部生涯学習支援室中央図書館 

内 容 

 乳幼児の読書習慣定着のため、健診に合わせて絵本を配付する「あ

だちはじめてえほん」事業について、令和５年度の実績を報告する。 

１ 概要 

（１）３～４か月児向け

各保健センターで行っている健診時に、会場で４冊の絵本の中

から、希望する一冊を配付する。 

（２）１歳６か月児向け

健診の案内に絵本の引換券を同封し、図書館、児童館、子育て

サロンにおいて、６冊の絵本の中から希望する一冊を配付する。

２ 実施状況 

（１）３～４か月児健診

ア 配付対象者数 ３，９００人

イ 絵本配付冊数 ３，８７６冊

ウ 配付率 ９９．３％（イ÷ア） 

エ 配付している絵本（希望する一冊を配付）

書名 配付冊数 割合 

くっついた １，０６５冊 ２７．５％ 
ねんねのじかん(英語併記)※ ９８１冊 ２５．３％ 
いないいないばあ ８９７冊 ２３．１％ 
じゃあじゃあびりびり ８５７冊 ２２．１％ 
おいしー！べーっ！(英語併記)※ ７６冊 ２．０％ 

３，８７６冊 １００．０％ 

※ 「ねんねのじかん」が絶版となったため、令和６年３月

から絵本の変更を行った。 

（２）１歳６か月児健診

ア 配布対象者数 ４，２６０人

イ 絵本引換冊数 ２，８７６冊

ウ 引換率 ６７．５％（イ÷ア）
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※ 引換率は、令和４年度から約５ポイント上昇した。これは、

令和５年８月から１０月に保健センター２か所（中央本町、

東部）にて出張配付を実施し、両施設の引換率が８０％を上

回ったことが要因と考えられる。 

エ 配付している絵本（希望する一冊を配付）

書名 配付冊数 割合 

なでなでなーで ８４３冊 ２９．３％ 
くまさんくまさんなにみてるの？ ６８９冊 ２３．９％ 
しろくまちゃんのほっとケーキ ５７７冊 ２０．１％ 
きんぎょがにげた ４７１冊 １６．４％ 
くだもの １５３冊 ５．３％ 
ごろごろにゃーん １４３冊 ５．０％ 

２，８７６冊 １００．０％ 

３ 令和５年度アンケート結果 

（１）子どもの読書冊数は、身近な大人の読書冊数と関係があること

を知っている保護者の割合 

昨年度と比べ、知っている保護者の割合は全体として増加して 

いる。 

（２）ほとんど本を読まない保護者の割合

昨年度と比べて、本を読まない保護者の割合は減少した。

なお、本を読まない理由としては「時間がない」が一番多く、

次に「これまでに読む習慣がなかった」が多かった。 
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51.7%47.9% 52.0%47.4%

56.3%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

1歳6か月児健診 3歳児健診

令和３年度 令和４年度 令和５年度

61.6% 61.1%
66.2%

46.7% 44.5% 53.0%

37.5% 41.5% 40.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

3～4か月児健診 1歳6か月児健診 3歳児健診

令和３年度 令和４年度 令和５年度

21



４ 今後の方針 

（１）令和６年度から本格実施している、保健センター２か所（中央

本町、東部）における出張配付の実績を分析しながら、引き続き

引換率の向上を図っていく。 

（２）本を読まない保護者向けに、気軽にまちで本に触れ、読書の楽し

さを知る場を提供するため、引き続き、アウトリーチ事業や３分野

連携事業の実施等により、読書活動に繋げていく。 
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